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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年６月１２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 平成２５年９月３日 ０９時２６分ごろ 

発生場所 

 

 

大分県別府市別府港東方沖 

 別府市所在の別府観光港沖防波堤北灯台から真方位０９２°３海里

（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°１８.４′ 東経１３１°３４.０′） 

事故調査の経過  平成２５年１０月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第２０戎
えびす

丸、４.９トン 

 ＯＴ３－３２０３３（漁船登録番号）、えびすや水産 

 １０.８８ｍ（Lr）×３.１３ｍ×１.４７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和５２年１０月２１日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５９歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５４年１２月４日 

  免許証交付日 平成２３年１１月２日 

（平成２８年１１月１日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ７０歳 

 死傷者等 死亡 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長、甲板員Ａ及び甲板員Ｂが乗り組み、２そう引きしら

す網船団の右舷側網船として別府市亀川漁港を出港し、平成２５年９

月３日０７時３０分ごろ別府湾内の漁場で操業を開始した。 
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 ２そう引きしらす網船団は、指揮船１隻（１人乗り）、運搬船１隻

（１人乗り）及び網船２隻（３人及び４人乗り）で構成され、右舷側

網船及び左舷側網船が左右に離れてしらす網を引いていた。 

 船長は、０９時２５分ごろ、指揮船船長からの指示により、速力を

約１.４ノットとして北進していたとき、運搬船が船首を右舷中央に

接近させてきたので、甲板員Ａ及び甲板員Ｂに運搬船に乗り移るよう

に連絡した。 

 運搬船船長は、甲板員Ａが、甲板員Ｂに続いて運搬船に乗り移ろう

としていたものの、運搬船の船首が少し離れたので、乗り移れず、０

９時２６分ごろ、別府港東方沖において、再び接近した運搬船の船首

に脚を伸ばしたとき、本船と運搬船の間に転落したところを見た。 

運搬船船長から転落の連絡を受けた指揮船船長は、網の右方付近に

いたので、約５分後、浮いていた甲板員Ａの合羽の襟を掴
つか

み、指揮船

に乗り移った甲板員Ｂの支援を受けて甲板員Ａを揚収し、救急措置を

行いながら、亀川漁港に向かった。 

甲板員Ａは、救急車で病院に心肺停止状態で搬送されたが、２日後

に死亡が確認された。 

 死因は、溺水と検案された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 雨、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項 

 

 本船には５個のベスト型救命胴衣が準備されていたが、合羽の上に

着用すれば、作業しにくいので、荒天時以外は着用する習慣がなかっ

た。 

 甲板員Ａは、泳ぐことができないと仲間に告げていた。 

 船長は、ベスト型救命胴衣で作業がしにくいのであれば、作業の邪

魔にならない膨張式の救命浮器などを自分で購入するように促したこ
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とがあった。 

 船長は、操船中であり、甲板員Ａの転落を知らなかった。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

不明 

不明 

甲板員Ａは、溺死した。 

本船は、別府港東方沖において、２そう引きしらす網漁を操業中、

甲板員Ａが、接近してきた運搬船に乗り移ろうとした際、落水したこ

とから、死亡するに至ったものと考えられる。 

甲板員Ａは、落水して溺水したものと考えられるが、溺水に至った

状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、別府港東方沖において、２そう引きしらす網漁

を操業中、甲板員Ａが、接近してきた運搬船に乗り移ろうとした際、

落水したため、発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操業中は可能な限り、救命胴衣を着用することを乗組員に指導す

ること。 
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